
　　年　　月　　日
中部電力パワーグリッド株式会社
　　　佐久営業所　御中
　　　　　　区長　　　　　　　　　　
確　　約　　書
電柱街路灯（以下，街灯といいます。）を取付することに関し，貴社より指示のあった下記条件を当方においてこれを受諾のうえ，履行することを確約いたします。
　　　＜確約書の適用範囲＞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　区所有の街灯全て　　　　　　
記
１　取付に伴う承諾等
貴社所有の電柱（以下，貴社電柱といいます。）に街灯を取付する場合は，当方の責任と負担において当該電柱が施設された土地の所有者から設置承諾（官地の場合は道路占用許可）を取得いたします。
２　取付工事等および取付後の保守
　貴社電柱における街灯の取付工事および修理工事ならびに保守点検（以下，取付工事等といいます。）は，貴社の基準に準じて当方の責任と負担において実施いたします。
　なお，街灯の取付工事等は，昇降柱に関する安全教育を受講した者が実施いたします。
３　貴社設備に対する措置
当方の過失により貴社の設備を破損した場合は，貴社において復旧に要した費用を当方が支払います。
４　第三者に対する措置
街灯により第三者に損害を与えた場合は，当方が責任をもってその処理にあたり，貴社に一切迷惑をかけません。
５　電柱移設等の場合の措置
（１）電柱移設等により，貴社電柱に施設した街灯の撤去および再取付を要する場合は，その措置を当方の責任と負担において実施いたします。なお，貴社電柱の移設等完了後，貴社の基準に照らして街灯の再取付が不可能となった場合は，貴社の指示に従い，街灯の再取付はいたしません。
（２）前号において，やむを得ず当方で街灯の撤去および再取付ができない場合，貴社が街灯の仮移設または撤去を行うことについて，貴社に対して，異議求償の申し立ては一切いたしません。なお，貴社の仮移設または撤去工事後，当方の責任と負担において速やかに街灯の保守点検・引取りを行うとともに，改修等必要な措置を行います。
６　工事に関わる安全確保
貴社所有の電気設備（電線，支線およびこれらの付属設備をいいます。）を架設する電柱（西日本電信電話株式会社所有および東日本電信電話株式会社所有の電柱を含みます。）における街灯の取付工事等に際して，関係諸法令を遵守するとともに，安全帯および胴綱の適正な使用等による墜落防止，ならびに検電の実施等による感電防止の安全措置を確実に実施し，自己の責任と負担において安全確保に努めます。
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